	寄附法人名：
	
	様


企業様向けチェックシート

企業版ふるさと納税　寄附手続チェックシート

本チェックシートは、企業版ふるさと納税を通じた企業様からのご寄附の申し出に伴う事務手続きを開始する前に、事前に企業様に確認を行うためのシートとなっております。
次の確認事項１～５について、着色部分へのご記入またはチェックしていただき、寄附申出書と併せてご提出くださいますようお願いいたします。

	確認事項１ ： 税の申告について

		【企業様ご回答欄】（どちらかにチェックをお願いいたします）

	☐青色申告である
	☐青色申告ではない







※税制上の優遇措置を受けることができる法人は、外国法人を含め、「青色申告書」を提出している法人になります。
※「青色申告」とは、複式簿記形式により帳簿に記録し、それに基づき所得を申告する制度です。

	確認事項２ ： 寄附金※１を充当する事業及び金額内訳

		【企業様ご回答欄】　（金額のご記入をお願いいたします）

	●浅口市創生推進事業
	

	ア　事業の指定なし
	
	円

	イ　安定した雇用と仕事を創出する事業
	
	円

	ウ　新しい人の流れをつくる事業
	
	円

	エ　結婚・妊娠・出産の希望をかなえ、
子どもをまんなかに子育てする事業
	
	円

	オ　時代に合った地域をつくり、安心・安全な
くらしを守る事業
	
	円

	◆特定事業※２
	
	円

	（
	
	）
	
	






















	※１　寄附金額（総額）は１０万円からとなっております。
※２　特に市が指定する事業は次のとおりです
①マルチメディアによる観光情報発信事業（映画『HIEN』製作プロジェクト）
②浅口市寄島中学校跡地利活用事業

	確認事項３ ： 貴社の決算月及び税申告月について

		【企業様ご回答欄】（ご記入をお願いいたします）

	
	
	決算月：
	
	月
	
	税申告月：
	
	月
	






※寄附金額は、全額損金算入することができます。
(ただし、決算において、損金が収益を上回る場合は、税負担軽減効果が受けられない場合があります。)
※法人諸税の税額控除の優遇措置は税目別では次のとおりとなっています。なお、寄附を行った法人の税額控除は、実際に寄附を行った日が属する事業年度に適用されます。
(決算において、法人諸税に控除できる金額がない場合は、優遇措置を適用することはできません)
	●法人住民税	寄附額の４割を税額控除(法人住民税法人税割額の20％が上限)
	●法人税		法人住民税で４割に達しない場合、その残額。ただし、寄附額の１割を限度。
			(法人税額の５％が上限)
		●法人事業税	寄附額の２割を税額控除(法人事業税額の20％が上限)


※確認事項は次頁（裏面）にもございます。

	確認事項４ ：ベネフィットのご要望について

	【企業様ご回答欄】希望されるベネフィットにチェックをお願いいたします。
（辞退される場合には、チェックを外してください）
	寄附金額
ベネフィット
	10万円以上
	100万円以上
	1000万円以上

	・ホームページへの掲載
	☒
	☒
	☒

	・お礼状の送付
	☐
	☐
	☐

	・感謝状の授与
	－
	☐
	☐

	・贈呈式の開催
	－
	☐
	☐

	・プレスリリース
	－
	☐
	☐

	・広報紙への掲載
	－
	☐
	☐

	・紺綬褒章に推薦
	－
	－
	☐


※ベネフィットの詳細は「浅口市企業版ふるさと納税における寄附に対するベネフィット」にてご確認ください。
※「ホームページへの掲載」を望まない場合は、「確認事項4-2」を必ず記載してください。

	確認事項５ ： 寄附情報の公表を望まない場合の理由

	令和７年度税制改正により、制度の透明性の観点から、ご寄附いただいたすべての企業様の情報（企業名、本社所在地、寄付金額）を市ホームページ等で公表する必要があります。
公表を望まない場合には、次欄に個別具体的な理由を記入してください。
	




	※公表を希望しない旨の申し出があった場合、国の指導に基づき第三者で構成する外部機関において申し出内容の認否を審議いたします。
なお、非公表とする理由に正当性がないと判断された場合、公表されることとなりますので、予めご了承願います。


[bookmark: _GoBack]【お問い合わせ・お申込み先】
浅口市企画財政部秘書政策課
　〒719-0295　岡山県浅口市鴨方町六条院中3050
TEL：0865-44-9013　FAX：0865-44-5771
E-mail：hisyoseisaku@city.asakuchi.lg.jp

